
金ケ崎町消防団運営費運用マニュアル
（消防団向け）
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生活環境課消防交通係（℡42-2111）
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[bookmark: _Toc220925798]１　消防団運営費の目的
消防団員に支給した報酬が、各分団部の消防団運営費に充てられていることが全国的に問題になっており、町が各分団部に、消防活動に必要な経費（運営費）を事前交付することで、その是正を図ることを目的とする。
また、各分団部から、資機材等の購入・修繕依頼を受け、町で購入・修繕手配を行っていたが、その円滑性を高めるため、少額な資機材等の購入・修繕については、消防団が独自でその購入・修繕を行えるよう見直しを進めるもの。

[bookmark: _Toc220925799]２　運営費の交付概要
町の予算科目は交付金とし、毎年４月に本団で管理する団会計の通帳を通じて各分団部に交付する。翌年３月末を締め日とし、実績報告書の提出をもって精算を行う。
　なお、前年度で精算金が発生している場合、本団で管理する団会計で立替払いを行った金額を、当年度で各分団部に交付する金額から差し引いて交付するため、交付金額の変動について留意すること。


【交付の流れ】
町（10万円交付）　→　団会計（10万円交付）　→　部（10万円受取）　

【運営】
部（運営費９万円、残１万円）

【精算の流れ】
町（１万円受取）　←　団会計（１万円返還・立替）　←実績報告　部（利用実績１万円のまま）

【次年度の交付の流れ】
町（10万円交付）　→　団会計（10万円－精算立替１万円＝９万円交付）　→　部（９万円受取）





[bookmark: _Toc220925800]３　提出書類
[bookmark: _Toc220925801]（１）交付申請・交付請求
　　町への消防団運営費に係る交付申請・交付請求は、消防団事務局（生活環境課）が行うため、各分団部からの提出は不要である。
[bookmark: _Toc220925802]（２）振込先口座の変更
消防団運営費の振込先口座に変更がある場合は、消防団事務局（生活環境課）が毎年振込前に振込先口座の照会を行うため、照会時に指定される様式で申出を行うこと。
[bookmark: _Toc220925803]（３）実績報告書
　　町への消防団運営費に係る実績報告は、消防団事務局（生活環境課）が代表して行うため、各分団部からの提出は不要であるが、収支決算書の作成にあたり、支出明細書及び領収書を消防団事務局（生活環境課）に提出すること。提出時期は３月31日を締め日として４月上旬になることから、以下の様式により、日頃より、支出明細書の作成及び領収書保管を行うこと。


（記載例付き）
支出明細書（令和　年度）　
	使用日
	活動内容
	内訳
	金額
	使用者

	10月22日
	部内会議
	領収書①のとおり
	1,200円
	

	10月31日
	訓練対応
	スポーツドリンク６本
	900円
	

	11月３日
	屯所清掃
	領収書②のとおり
	1,500円
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


※領収書（レシート）に内訳が記載されている場合は、「領収書<番号>とおり」と記載する。支出明細書と領収書（レシート）の突合せができるよう、領収書にも付番をお願いします。
※自動販売機で購入した場合など、領収書（レシート）発行がない場合は、内訳を記載する。
※領収書（レシート）に内訳の記載がない場合は、内訳を記載する。

[bookmark: _Toc220925804]４　運営費の交付金額と対象経費
[bookmark: _Toc220925805]（１）運営費の交付金額と対象経費
	区分
	対象経費等
	交付算定基準額

	福利厚生費
（本団に交付）
	・福祉共済費
・消防団互助会費
	基本団員１人あたり（毎年４月１日現在の人数を乗ずる）
4,000円

	分団運営費
	・消防行事に要する経費
・消防活動の遂行上要する経費
・事務費、消耗品等に要する経費
	各分団

14,000円

	部運営費
	・消防行事に要する経費
・消防活動の遂行上要する経費
・事務費、消耗品等に要する経費(例：白手袋・軍手、軽食代、慶弔に要する経費等)
・消防車両、消防屯所及び水防倉庫の維持管理に要する経費(例：消防車両の洗車、草刈り費用、除雪費用、電池・電球交換等)
	各部（本団、ラッパ隊含む）






30,000円

	基本団員加算
	分団運営費及び部運営費に同じ
	基本団員１人あたり（毎年４月１日現在の人数を乗ずる）
3,000円


※消防屯所・消防車両の修繕等に係る金額が高額な経費については、従前とおり、町（生活環境課）に修繕要求票又は資機材購入要求票を提出すること。

[bookmark: _Toc220925806]（２）対象外経費
公費を財源とするため、以下の経費については、対象外経費とする。
①アルコール飲料（ノンアルコールビールなども含め懇談を目的とした
飲食費は不可）
②集約会議などの懇親会の会費
③消防団幹部研修旅行などの研修旅行経費
④金券、嗜好品（タバコなど）、娯楽品
但し、災害対応、訓練出動及び会議など消防団活動に伴うアルコールを含まない飲料、弁当（１人１回あたり1,000円を上限目安）、飲食店での食事代　（１人あたり1,000円を上限目安）などは対象経費とする。

[bookmark: _Toc220925807]（３）除雪費用について
屯所の除雪を委託している場合などについては、燃料代・作業手間賃などを作業者と各部で協議の上、下記の参考様式により、金額を請求してもらい支払うこと。
なお、団員として除雪を行う場合は、燃料代は経費対象とするが、作業手間賃は出動報酬での支払いになるため作業手間賃は支出しないこと。
　　

請求書兼受領書

金ケ崎町消防団第〇分団第〇　様

　　　消防屯所の除雪費用として、以下の金額を請求します。

　　　　機械代（燃料費込み）＠　　　　円×　　　時間/回＝　　　　　円
　　　　
作業手間賃＠　　　円×　　　時間・日間・（　　　）＝　　　　　　円

合計（請求金額）　　　　　　　　　　　円
　　　　
　　令和８年〇月〇日
請求者氏名　　　　　　　　　　　　　　

	


消防屯所の除雪費用として、上記金額を受領しました。

　　令和８年〇月〇日

受領者氏名　　　　　　　　　　　　　


[bookmark: _Toc220925808]（４）慶弔に要する経費について
金ケ崎町消防団互助会から、結婚祝金（２万円）・弔慰金（職務中２万円・在職中１万円）・疾病見舞金（１万円）・入院見舞金（５千円）・罹災見舞金（１万～３万円）の支給があるため、重複した支出にならないよう注意すること。　　
消防団運営費においては、主に以下の経費を想定している。
①団員の葬儀に出席する際の香典（目安3,000円）
　　（香典に係る領収書はないため、会葬礼状などを実績報告の際の添付書
類とすること）
　　　②団員の葬儀に各分団部から出す花輪代

[bookmark: _Toc220925809]（５）消防車両、消防屯所及び水防倉庫の維持管理に要する経費
洗剤・電球・電池など、主にホームセンターなどで購入することができる消耗品を各部で購入することを想定しており、業者等に依頼が必要な経費については、従来とおり、生活環境課で対応することを想定している。
ホームセンターなどで購入できるものでも、金額が高いものについては、適宜、生活環境課に協議すること。
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